
　
2
0
1
3
年
1

月
よ
り
改
正
国
税

通
則
法
に
よ
る
新

た
な
税
務
調
査
手

続
き
が
施
行
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ

た
。
改
正
後
の
二
つ
の
変
化
と

し
て
、
ま
ず
徴
税
権
限
の
強
化

が
図
ら
れ
強
権
的
調
査
対
応
が

増
え
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
、

次
に
調
査
手
続
き
に
新
た
な

ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　
改
正
後
、
税
務
調
査
手
続
き

は
事
前
通
知
を
前
提
と
す
る
。

通
知
さ
れ
る
の
は
10
項
目
で
、

調
査
を
開
始
す
る
日
時
・
場

所
・目
的
・対
象
と
な
る
税
目
・

調
査
期
間
・
帳
簿
書
類
と
そ
の

他
の
物
件
・
調
査
対
象
納
税
者

の
氏
名
及
び
住
所
・
調
査
担
当

職
員
の
氏
名
と
所
属
部
署
等
で

あ
り
、
こ
の
う
ち
日
時
と
場
所

は
変
更
可
能
で
あ
る
。
口
頭
通

知
が
一
般
で
あ
る
た
め
、こ
れ
ら

10
項
目
に
漏
れ
が
あ
る
場
合
は

手
続
き
が
不
十
分
と
さ
れ
、
調

査
が
無
効
と
な
る
こ
と
も
あ
り

う
る
。
税
理
士
に
も
同
じ
こ
と

を
通
知
さ
れ
る
の
で
、
納
税
者

と
税
理
士
は
す
べ
て
の
項
目
に

つ
い
て
の
確
認
が
重
要
と
な
る
。

　
帳
簿
類
の
「
提
示
・
提
出
」

が
改
正
法
で
規
定
さ
れ
た
が
、

税
務
調
査
は
任
意
調
査
で
あ
る

た
め
、
あ
く
ま
で
も
納
税
者
の

承
諾
を
得
る
こ
と
が
前
提
と
な

る
。
た
だ
し
、「
正
当
な
理
由

な
く
」
提
示
・
提
出
を
拒
む
と

罰
則
が
あ
る
。
提
示
し
た
帳
簿

類
（
コ
ピ
ー
を
含
む
）
を
税
務

署
へ
持
ち
帰
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、「
必
要
が
あ
る
と
き
は
留

め
置
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
規
定
も
新
設
さ
れ
た
。
留
置

き
の
対
象
と
な
っ
た
帳
簿
類
の

返
還
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
調
査
終
了
の
通
知

が
明
確
化
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
納
税
者
に
処
分
の
理
由
が

明
記
さ
れ
、
不
服
申
し
立
て
に

関
す
る
文
書
の
交
付
も
義
務
付

け
ら
れ
た
。
改
正
後
の
文
書
通

知
に
よ
り
明
確
化
さ
れ
る
こ
と

は
、
納
税
者
の
権
利
が
守
ら
れ

る
面
も
あ
る
と
考
え
る
。

　
今
般
の
改
正
国
税
通
則
法
に

は
す
べ
て
の
処
分
に
、
理
由
附

記
の
義
務
付
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト

と
強
権
性
や
罰
則
規
定
の
強
化

な
ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た

め
、
税
理
士
と
納
税
者
、
特
に

税
理
士
の
積
極
的
な
働
き
が
重

要
と
な
る
。
今
改
正
が
不
利
益

に
乱
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
協

会
は
十
分
な
検
討
を
行
っ
て
い

く
所
存
で
あ
る
。

改
正
国
税
通
則
法
と
医
療
現
場
へ
の
影
響

　
普
通
、
同

じ
商
品
は
ど

こ
で
も
同
じ

よ
う
な
値
段

で
買
え
る
。
同
じ
仕
事
な
ら
報

酬
も
同
程
度
も
ら
え
る
と
期
待

す
る
▼
医
療
従
事
者
も
そ
の
は

ず
だ
が
、事
務
職
員
、看
護
師
や

技
師
、医
師
と
、報
酬
が
区
分
さ

れ
て
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
も

少
な
く
な
い
▼
し
か
し
、調
剤
料

と
い
う
の
は
他
の
医
療
費
と
区

別
さ
れ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
調
剤
料
だ
が
、単
純
化
す

る
た
め
に
外
来
の
内
服
に
限
る

と
9
点
で
あ
る
。
薬
剤
師
が
常

駐
し
て
い
る
と
、
月
1
回
だ
が

調
剤
技
術
基
本
料
8
点
が
こ
れ

に
加
わ
る
。
足
し
て
も
17
点
▼

調
剤
薬
局
で
あ
れ
ば
薬
剤
師
常

駐
は
当
然
で
、
調
剤
料
は
5
〜

89
点
、
こ
れ
に
調
剤
基
本
料
40

点
が
加
わ
る
。
足
せ
ば
少
な
く

と
も
45
点
▼
同
じ
仕
事
を
し
て

も
28
点
の
差
で
あ
る
。
違
い
過

ぎ
な
い
か
？　
も
ち
ろ
ん
こ
れ

が
直
ち
に
給
与
に
反
映
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
病
院
薬
剤

師
に
し
て
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

高
ま
る
話
で
は
な
か
ろ
う
▼
だ

か
ら
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ

ろ
う
が
、
卒
業
後
は
調
剤
薬
局

勤
務
と
い
う
学
生
が
多
い
。し

か
し
、医
療
は
事
務
も
含
め
多

業
種
が
協
力
し
成
り
立
っ
て
い

る
。
そ
の
典
型
で
あ
る
病
院
勤

務
の
経
験
を
希
望
す
る
学
生
が

多
数
派
で
は
な
さ
そ
う
な
の
が

残
念
だ
▼
国
の
医
薬
分
業
促
進

策
が
妙
な
歪
み
を
生
み
出
し
、

も
し
か
し
た
ら
病
院
や
診
療
所

と
調
剤
薬
局
の
反
目
を
生
み
出

し
て
い
る
の
で
は
と
、
ふ
と
不

安
に
な
る
。Divideand

Rule

と
い
う
政
策
で
大
帝
国
が
形
成

さ
れ
た
歴
史
も
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
し
。 （
Ｍ
Ｙ
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
Ｓ
）

　
京
都
の
あ
ら
ゆ
る
団
体
に
賛
同
を
広
げ
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平

洋
連
携
協
定
）
参
加
反
対
の
狼
煙
を
上
げ
よ
う
と
11
月
23
日
、

下
京
区
の
大
谷
ホ
ー
ル
で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
反
対
京
都
府
民
集
会
を

開
催
。
5
4
0
人
が
参
加
し
た
。
集
会
後
に
は
ト
ラ
ク
タ
ー

を
先
頭
に
烏
丸
通
を
御
池
ま
で
パ
レ
ー
ド
し
「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ　
Ｔ

Ｐ
Ｐ
」
の
プ
レ
ー
ト
を
掲
げ
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
主
催
は
保
険

医
協
会
や
農
民
組
合
連
合
会
、
社
会
保
障
推
進
協
議
会
な
ど
20

団
体
か
ら
な
る
実
行
委
員
会
。（
3
面
に
ア
ピ
ー
ル
及
び
賛
同
）

　
野
田
首
相
は
、
11
月
20
日
に

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
協
議
を
加
速
さ
せ

る
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
で

表
明
、
ま
た
来
る
べ
き
総
選
挙

の
争
点
と
し
公
認
の
条
件
と
す

る
強
硬
姿
勢
を
示
す
緊
迫
し
た

情
勢
下
で
の
開
催
と
な
っ
た
。

　
実
行
委
員
会
を
代
表
し
て
協

会
の
関
浩
理
事
長
が
挨
拶
。
医

療
で
は
、
世
界
に
誇
る
日
本
の

制
度
が
ア
メ
リ
カ
型
に
変
え
ら

れ
、
公
的
保
険
が
粗
末
に
な

り
、
高
い
民
間
保
険
に
入
ら
な

い
と
満
足
な
医
療
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
に
は

断
固
反
対
、
力
を
合
わ
せ
て
阻

止
し
よ
う
、
と
訴
え
た
。

　
続
い
て
、
農
業
・
労
働
・
消

費
者
な
ど
各
分
野
か
ら
リ
レ
ー

ト
ー
ク
で
発
言
し
た
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ

参
加
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
暮
ら
し

の
場
面
で
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

　
医
療
分
野
代
表
の
発
言
者
は

鈴
木
卓
副
理
事
長
。
国
民
皆
保

険
は
除
外
さ
れ
る
か
ら
大
丈
夫

と
喧
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
混
合

診
療
の
導
入
な
ど
な
し
崩
し
に

壊
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
明
ら

か
。
地
区
医
師
会
か
ら
の
賛
同

の
声
を
紹
介
し
、
地
域
か
ら
声

を
上
げ
、
そ
れ
が
全
国
組
織
を

動
か
し
業
態
を
超
え
て
一
つ
の

力
に
な
っ
て
い
く
よ
う
頑
張
っ

て
い
き
た
い
、
と
発
言
し
た
。

　
ま
た
、
保
団
連
近
畿
ブ
ロ
ッ

ク
か
ら
も
連
帯
し
て
兵
庫
協
会

の
川
西
敏
雄
副
理
事
長
が
発
言

し
た
。

　
集
会
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
、
政

府
が
参
加
交
渉
へ
の
参
加
を
断

念
す
る
ま
で
運
動
を
続
け
て
い

く
こ
と
を
宣
言
。
後
日
、
首
相

官
邸
及
び
全
政
党
に
送
付
し
た
。

　
集
会
後
に
開
催
し
た
実
行
委

員
会
で
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
反
対
京

都
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
結
成
し

て
、
さ
ら
に
参
加
団
体
を
増
や

し
つ
つ
活
動
を
継
続
す
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
衆
議
院
議
員
選
挙
が
12
月
16

日
投
開
票
で
行
わ
れ
る
。
現
政

権
の
3
年
数
カ
月
の
評
価
は
も

と
よ
り
、
今
後
の
日
本
を
委
ね

る
政
治
の
枠
組
み
が
問
わ
れ
る

選
挙
で
あ
る
。
問
わ
れ
る
課
題

も
社
会
保
障
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
、

原
発
、
憲
法
な
ど
、
い
ず
れ
も

重
要
な
課
題
ば
か
り
だ
。

　
協
会
は
今
総
選
挙
に
あ
た

り
、
①
社
会
保
障
制
度
改
革
推

進
法
の
抜
本
的
見
直
し
（
実
質

廃
止
）、
②
消
費
税
増
税
の
中

止
、③
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
反
対
、④
脱

原
発
―
の
4
点
を
重
点
要
請
項

目
と
し
て
と
り
ま
と
め
、京
都
小

選
挙
区
の
立
候
補
予
定
者
に
送

付
し
た
。
当
選
者
に
は
強
く
実

現
を
求
め
て
い
き
た
い
。

　
会
員
各
位
に
お
か
れ
て
は
、

各
政
党
や
候
補
者
が
ど
の
よ
う

な
政
策
を
掲
げ
て
い
る
の
か
を

精
査
し
て
投
票
に
臨
ん
で
い
た

だ
き
た
い
。

社
会
保
障
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ・
原
発
で
重
点
要
求

京都府保険医協会の重点要請項目
１ 、社会保障制度改革推進法の抜本的見直し（実質
廃止）
　•「国民皆保険制度の堅持」を明記すること
　•国・自治体の社会保障実施責任を明記すること
　• 保険給付の対象となる療養の範囲の充実を明記

すること
　• 以上の見直しが実現しない場合は、同法を廃止

すること
２、消費税増税の中止
３、ＴＰＰ交渉参加反対
４ 、すべての原発の即時停止・新設中止と廃炉工程
の明確化。全国の原発事故被害者への救済

総
選
挙
で
保
険
医
が
望
む
こ
と
は

医
療
分
野
で
発
言
し
た
鈴
木

副
理
事
長（
上
）、
主
催
者
挨

拶
の
関
理
事
長（
中
左
）、
会

場
一
体
と
な
っ
て（
中
右
）、

烏
丸
通
を
パ
レ
ー
ド（
下
）
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主な内容

地
区
懇
談
会
（
上
東
・
北
・
西
陣
） 

（
2
面
）

年
末
調
整
と
決
算
対
策
の
ポ
イ
ン
ト 

（
4
面
）

協
会
斡
旋
融
資
利
率
決
ま
る 

（
5
面
）

STOP! TPPで府民集会
医・農・労・消が連帯して起つ



　
協
会
は
、
上
京
東
部
・
京
都

北
・
西
陣
医
師
会
と
の
懇
談
会

を
10
月
25
日
に
開
催
、
地
区
医

師
会
か
ら
17
人
、
協
会
か
ら
6

人
が
参
加
し
た
。

　
上
京
東
部
医
師
会
の
太
田
義

治
理
事
の
司
会
で
開
会
。
同
会

の
黄
俊
清
会
長
が
挨
拶
し
、

「
日
頃
か
ら
様
々
な
活
動
を
さ

れ
て
い
る
と
思
う
が
、
目
に
見

え
る
活
動
を
お
願
い
し
た
い
」

と
述
べ
た
。
続
い
て
協
会
の
関

理
事
長
の
挨
拶
、
各
部
会
か
ら

情
報
提
供
を
行
っ
た
後
、
社
会

保
障
制
度
改
革
推
進
法
の
問
題

性
、
開
業
医
医
療
の
今
後
の
方

向
性
に
つ
い
て
垣
田
副
理
事
長

が
、
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
学
ぶ
Ｔ
Ｐ

Ｐ
の
問
題
に
つ
い
て
関
理
事
長

が
説
明
を
行
い
、
質
疑
に
移
っ

た
。

　
ま
ず
、
改
革
推
進
法
に
つ
い

て
、地
区
よ
り「
法
律
に
自
立
、

自
助
、
共
助
、
家
族
の
助
け
合

い
と
あ
る
が
、
独
居
老
人
や
老

老
介
護
の
世
帯
で
は
、
い
な
い

者
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
に
な

り
絵
空
事
だ
。
こ
う
い
う
い
い

加
減
な
法
律
で
押
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
は
許
せ
な
い
」
と
の
意

見
が
出
さ
れ
た
。
協
会
か
ら

「
国
に
頼
る
な
、
自
分
の
貯
蓄

を
取
り
崩
せ
、
と
い
う
こ
と

だ
。
家
族
の
助
け
合
い
を
明
記

し
た
こ
と
も
問
題
だ
」
と
指
摘

す
る
と
と
も
に
、「
政
治
を
変

え
る
た
め
の
活
動
も
協
会
の
課

題
だ
」
と
述
べ
た
。

　
次
に
、
地
区
よ
り
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ

参
加
を
や
め
さ
せ
る
方
法
は
あ

る
の
か
」
と
の
質
問
が
出
さ
れ

た
。
協
会
と
し
て
は
「
国
民
全

体
で
危
険
な
制
度
だ
と
い
う
こ

と
が
分
か
れ
ば
反
対
運
動
が
広

が
り
、
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ

て
や
め
さ
せ
ら
れ
る
。
農
業
が

打
撃
を
受
け
る
こ
と
は
必
至

で
、
近
畿
の
農
業
団
体
と
も
共

闘
し
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対
で
運
動
し

て
い
く
」
と
述
べ
た
。

　
さ
ら
に
、
消
費
税
増
税
に
つ

い
て
、
地
区
か
ら
「
我
々
は
医

療
に
対
す
る
ゼ
ロ
税
率
の
適
用

を
主
張
し
て
い
る
が
、
輸
出
品

に
転
嫁
で
き
な
い
消
費
税
が
輸

出
企
業
に
還
付
さ
れ
て
い
る
現

実
が
あ
り
、
こ
れ
に
言
及
す
べ

き
だ
。
そ
う
す
れ
ば
説
得
力
が

増
す
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
協
会
は

「
輸
出
企
業
に
対
す
る
還
付
金

に
つ
い
て
、
最
近
は
批
判
を
強

め
て
い
な
い
が
、
医
療
は
非
課

税
と
い
い
な
が
ら
内
税
の
よ
う

な
扱
い
で
患
者
が
負
担
し
て
い

る
問
題
を
批
判
し
て
い
る
。
ま

た
、
ゼ
ロ
税
率
の
適
用
に
つ
い

て
、
問
題
な
の
は
課
税
業
者
に

　
政
府
税
制
調
査
会
が
10
月
19

日
に
、
2
0
1
3
年
度
税
制
改

正
の
議
論
を
開
始
し
た
。　

　
事
業
税
の
減
免
措
置
お
よ
び

4
段
階
税
制
の
廃
止
は
毎
年
議

論
の
俎
上
に
上
る
が
、
特
に
4

段
階
税
制
は
会
計
検
査
院
の
指

摘
も
あ
り
、
見
直
し
が
必
至
と

な
っ
て
い
る
。

　
11
月
12
日
に
開
催
さ
れ
た
政

府
税
調
に
お
い
て
、
厚
労
省
は

地
域
医
療
へ
の
影
響
を
勘
案
し

な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

自
由
診
療
分
が
1
0
0

0
万
円
以
下
の
医
療
機

関
も
消
費
税
を
支
払
う

必
要
が
出
て
く
る
。
ま

た
事
業
税
も
払
え
と
い

わ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
さ
ら
に
帳
簿
付
け

が
煩
雑
に
な
る
こ
と
が

危
惧
さ
れ
る
。
こ
の
問

題
に
も
目
配
り
を
す
る
必
要
が

出
て
く
る
」
と
述
べ
た
。

　
そ
の
他
、
当
該
3
地
区
医
師

会
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
病
院

の
廃
止
、
病
床
数
の
減
少
に
つ

い
て
意
見
交
換
し
た
。

　
閉
会
挨
拶
と
し
て
、
西
陣
医

師
会
の
杉
山
イ
タ
ル
会
長
は

「
毎
週
金
曜
日
、
首
相
官
邸
前

で
行
わ
れ
て
い
る
反
原
発
デ
モ

に
つ
い
て
、
初
め
は
無
視
し
て

い
た
野
田
首
相
も
、
無
視
で
き

な
く
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
政

党
、
財
界
、
労
働
組
合
と
関
係

な
い
自
立
し
た
個
人
が
、
自
分

の
発
意
で
行
動
し
て
い
く
し
か

先
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
今

日
の
話
を
地
区
に
持
ち
帰
り
、

活
動
に
活
か
し
た
い
」
と
述
べ

た
。

　
協
会
は
、
11
月
10
日
に
医
療

安
全
担
当
者
交
流
会
を
開
催
し

た
。「
医
療
担
当
者
泣
か
せ
の

患
者
へ
の
対
応
―
こ
こ
だ
け
の

話
」
を
テ
ー
マ
に
、
と
も
す
れ

ば
孤
立
し
が
ち
な
医
療
安
全
の

仕
事
に
関
わ
る
担
当
者
等
52
人

が
出
席
し
、
日
頃
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
意
見
交
換
・
交
流
を

行
っ
た
。
ま
た
、
法
的
見
解
に

つ
い
て
は
弁
護
士
か
ら
教
示
を

受
け
、
認
識
を
深
め
る
機
会
と

な
っ
た
。

　
同
交
流
会
は
、
砺
波
理
事
の

司
会
で
開
会
。
林
副
理
事
長
が

協
会
の
医
療
安
全
部
会
の
業

務
、
事
故
報
告
へ
の
対
応
を
説

明
し
「
最
前
線
で
奮
闘
さ
れ
て

い
る
皆
さ
ん
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
交

流
し
、
知
識
の
共
有
を
通
じ

て
、
よ
り
医
療
安
全
に
貢
献
し

て
ほ
し
い
」
と
挨
拶
し
た
。

　
続
い
て
、
新
河
端
病
院
医
事

部
課
長
の
髙
木
眞
二
氏
が
「
泣

か
さ
れ
た
お
話
―
担
当
者
の
こ

こ
だ
け
話
（
ひ
と
り
言
）」
と

題
し
て
、
経
験
2
事
例
を
報
告

し
た
。
髙
木
氏
は
「
医
療
は
専

門
性
が
高
い
特
殊
な
分
野
で
あ

る
だ
け
に
対
応
は
本
当
に
難
し

い
」
が
「
孤
立
し
な

い
。
さ
せ
な
い
こ
と
。

そ
の
た
め
に
は
相
談
で

き
る
機
関
と
し
て
の
協

会
の
利
用
・
活
用
や
相

談
で
き
る
人
を
持
つ
こ

と
。
そ
し
て
、
ス
キ
ル

の
高
い
人
や
機
転
の
利

く
人
、
お
っ
と
り
タ
イ

プ
の
人
な
ど
い
ろ
ん
な

人
の
能
力
を
生
か
し
て

協
力
し
合
う
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
が
大
切
」
と
ま

と
め
た
。

　
次
に
京
都
中
央
法
律

事
務
所
の
松
尾
美
幸
弁

護
士
が
、
示
談
交
渉
段
階
で
受

任
す
る
場
合
、
直
接
患
者
側
と

交
渉
す
る
こ
と
が
多
い
と
し

て
、
女
性
院
長
に
対
す
る
脅
迫

な
ど
4
事
案
を
紹
介
し
た
。

　
そ
の
後
、
参
加
者
か
ら
質
疑

応
答
や
こ
の
場
限
り
の
報
告
を

交
え
て
、意
見
交
換
を
行
っ
た
。

休
業
補
償
制
度
の
規
定
・
約
款
集
の
一
部
誤
り
に
関
す
る

お
詫
び
と
訂
正

会員の皆様へ
 三井住友海上火災保険株式会社

お詫びと訂正

　2011年10月に配布いたしました2012年度版「休
業補償制度・約款集」につき、一部記載誤りが判明い
たしました。会員の皆様には大変ご迷惑をおかけし、
誠に申し訳ございません。
　記載誤りの内容は以下のとおりです。今後かかるこ
との無きよう万全を尽くしてまいりますので、何卒ご
容赦賜りますようお願い申し上げます。
＜訂正箇所＞
　　規定・約款集３ページ右上段
　　保険金お支払額欄　17行目
　　　【正】～支払限度日数※（90日）に到達～
　　　【誤】～支払限度日数※（30日）に到達～
＜お問い合わせ先＞
　　三井住友海上火災保険株式会社
　　京都支店法人営業第二課　担当：福島
 （☎075-343-6143）　　　　　

　
2
0
1
1
年
10
月
に
会
員
の

皆
様
に
配
布
い
た
し
ま
し
た

「
休
業
補
償
制
度
規
定
・
約
款

集
」
の
団
体
傷
害
疾
病
保
険
部

分
の
記
載
内
容
に
つ
き
、
三
井

住
友
海
上
よ
り
、
お
詫
び
と
訂

正
の
連
絡
を
受
け
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
会
員

の
先
生
方
に
は
何
ら
不
利
益
に

な
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

52
人
が
参
加
し
活
発
な
意
見
交
換
と

な
っ
た
交
流
会

担当者泣かせの患者対応で
医療安全担当者交流会開く

政
府
税
制
調
査
会
に
要
望

 

医
業
税
制
の
存
続・改
善
求
め
る

「
失
敗
し
な
い
届
出
医
療
管
理
」テ
ー
マ
に
開
催

　
保
険
医
協
会
・
医
事
担
当
者

連
絡
会
議
は
11
月
22
日
、
今
年

で
4
回
目
と
な
る
「
医
療
事
務

担
当
者
向
け
講
習
会
」
を
開

催
。
病
院
の
医
療
事
務
担
当
者

を
中
心
に
、
1
0
1
人
が
出
席

し
た
。

　
今
年
は
、
保
団
連
『
届
出
医

療
の
活
用
と
留
意
点
』
の
改
定

版
が
発
刊
さ
れ
た
の
を
受
け
、

「
失
敗
し
な
い
『
届
出
医
療
管

理
』
―
入
院
、
食
事
、
リ
ハ
ビ

リ
も
、
多
額
の
返
還
金
を
回
避

せ
よ
！
」
を
テ
ー
マ
に
講
習
会

を
実
施
。
協
会
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

資
料
を
駆
使
し
、
看
護
要
員
の

勤
務
表
、
勤
務
時
間
数
の
計
算

シ
ー
ト
（
様
式
9
）
の
具
体
的

な
管
理
方
法
、
適
時
調
査
で
指

摘
さ
れ
や
す
い
事
項
、
絶
対
に

回
避
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
項

目
な
ど
、
限
ら
れ
た
時
間
で
コ

ン
パ
ク
ト
か
つ
具
体
的
に
解
説

し
た
。

　
参
加
者
に
対
し
て
行
っ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、
未
記
入
を
除

い
て
、
す
べ
て
の
回
答
者
が

「
よ
か
っ
た
」
と
の
評
価
を
寄

せ
て
お
り
、
非
常
に
好
評
で

あ
っ
た
。
協
会
で
は
、
医
療
事

務
担
当
者
の
更
な
る
ニ
ー
ズ
に

応
え
ら
れ
る
よ
う
、
次
回
講
習

会
の
企
画
を
行
っ
て
い
く
。

て
存
続
を
主
張
し
つ
つ
も
、
自

由
診
療
分
を
含
め
た
収
入
額
が

一
定
額
以
上
の
者
に
つ
い
て
は

除
外
す
る
方
向
で
見
直
す
と
し

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け

て
、
衆
議
院
の
解
散
間
近
で
は

あ
っ
た
が
、首
相
・
関
係
大
臣
・

税
制
調
査
会
委
員
宛
に
、
事
業

税
の
減
免
措
置
の
存
続
、
4
段

階
税
制
の
当
面
の
存
続
、
消
費

税
の
増
税
を
や
め
、
保
険
診
療

へ
の
消
費
税
「
ゼ
ロ
税
率
」
の

適
用
を
求
め
る
要
望
書
を
11
月

13
日
付
で
送
付
し
た
。

大
好
評
の
医
事
担
当
者
向
け
講
習
会

23
人
が
出
席
し
て
開
か

れ
た
上
東
・
北
・
西
陣

医
師
会
と
の
懇
談
会

乙訓医師会 12月10日（月） 午後２時～  乙訓医師会会議室

与謝・北丹医師会 12月15日（土） 午後３時15分～  プラザホテル 吉翠苑 （懇親会 午後５時～）

左京医師会 2013年１月12日（土） 午後２時30分～ 京都ホテルオークラ

綾部・福知山医師会 2013年２月２日（土） 午後４時～
 （懇親会 午後６時～）

下京西部医師会 2013年２月７日（木） 午後２時30分～ 下京西部医師会事務所

西京医師会 2013年２月15日（金） 午後２時～  京都エミナース

綴喜医師会 2013年２月16日（土） 午後２時30分～ 新田辺駅前C IKビル

山科医師会 2013年２月21日（木） 午後２時～  山科医師会診療センター

相楽医師会 2013年２月23日（土） 午後５時～  ホテルフジタ奈良 （懇親会 午後６時30分～）

　2012年度　 地区医師会との懇談会のご案内
多くの参加者で溢れる会場

福知山市民中央健康福祉
センター集団指導室

2 0 1 2 年 (平成 2 4 年) 1 2 月 5 日第 2 8 4 1 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月 5日･20日･25日発行

政
治
を
変
え
る
活
動
も
協
会
の
課
題

10
月
25
日　
協
会
会
議
室

上
東
・
北
・
西
陣
医
師
会
と
懇
談



　
11
月
3
・
4
日
、
昨
年
に
引

き
続
き
保
団
連
公
害
環
境
視
察

会
で
福
島
へ
と
向
か
っ
た
。

　
視
察
会
1
日
目
に
開
催
さ
れ

た
講
演
は
二
つ
。
一
つ
は
フ
ォ

ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
森
住
卓

氏
に
よ
る
、
取
材
を
通
し
て
見

た
事
故
直
後
の
混
乱
の
様
子

だ
っ
た
。
持
っ
て
き
た
線
量
計

の
針
が
振
り
切
れ
る
中
、
ま
る

で
戦
地
の
よ
う
な
現
場
を
被
曝

の
恐
怖
と
戦
い
な
が
ら
、
そ
れ

で
も
起
こ
っ
て
い
る
事
実
を
広

く
伝
え
る
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
し
て
の
姿
勢
に
感
服
し
た
。

　
二
つ
め
は
避
難
者
用
仮
設
住

宅
併
設
の
仮
設
津
島
診
療
所
所

長
の
関
根
医
師
が
講
演
さ
れ

た
。
関
根
氏
は
事
故
後
、
政
府

や
自
治
体
か
ら
の
正
確
な
情
報

の
な
い
中
で
、
大
量
の
放
射
線

に
被
曝
し
な
が
ら
、
患
者
さ
ん

の
命
と
健
康
を
守
る
た
め
に
活

動
し
て
き
た
こ
と
を
生
々
し
く

伝
え
ら
れ
た
。
結
局
、
不
意
の

災
害
な
ど
の
混
乱
し
た
状
態
で

は
、
人
々
は
近
隣
の
人
、
医
師

や
看
護
師
な
ど
の
個
人
の
力
に

頼
る
し
か
な
い
の
が
こ
の
国
の

現
状
だ
と
感
じ
た
。

　2010年10月に菅首相（当時）がＴＰＰ交渉への参加検討を表明して以来、政府は一
貫して交渉参加への意欲を示し続けてきました。11月20日にはＡＳＥＡＮ首脳会議
に参加した野田首相が、オバマ米大統領に対して「参加に向けて関係国と協議する
ことを決定したときの決意は変わっていない。課題を乗り越えるべく、日米間の協
議を加速したい」と表明しました。
　こういった流れの中、12月16日投開票の衆議院総選挙では、ＴＰＰ参加問題が大
きな争点の一つになってきています。
　私たちは、日本がＴＰＰ交渉に参加することには反対です。
　理由は明白です。この「聖域なき関税・非関税障壁撤廃」の枠組みは、日本国民
の日々の暮らしを守ってきた様々な仕組みを破壊し、二度と取り返しのつかない事
態を招くからです。
　農林漁業や医療の分野では、暮らしを支えてきた従事者の営みが破壊され、安心
で安全な魚や農産品の提供ができなくなり、国民皆保険制度と医療の提供が破壊さ
れる事は明白です。雇用・労働の分野では、これまでも引き下げ、改悪され続けて
きた賃金・労働条件が、海外市場での競争力強化や外部圧力を理由に大きく破壊さ
れてしまいます。
　ＴＰＰ推進派や容認派は、日本の優れた農業技術をもってすれば、農業は崩壊す
るどころか日本を支える輸出産業になると言いますが、むしろ遺伝子組み換え食品
や防腐剤にまみれた海外の安い食品が輸入され、農業とともに国土が破壊されてし
まいます。非関税障壁の撤廃によって規制緩和が進めば、多くの海外資本によって
国内の企業活動が活性化し、経済が上向くと言いますが、これまで進められてきた
規制緩和で潤ったのは一部投資家やグローバル大企業だけで、決して私たち普通の
国民や中小企業ではなく、景気も向上しませんでした。
　それどころか、ＴＰＰ協定に盛り込まれる「ネガティブリスト方式」「例外の例外
規定」「逆進防止条項（ラチェット条項）」「未来最恵国待遇」「投資家対国家間紛争
解決条項（ＩＳＤ条項）」などの条約の仕掛けを見れば、憲法や今まで国民生活を
守ってきた多くの法律や条例を踏みにじり、国民の暮らしと安心安全を守ってきた
諸制度が危機に瀕することは明らかです。
　今日ここに集った私たちは、分野や立場を超えてＴＰＰ参加反対の一点で集まっ
た団体と個人です。私たちは、私たちの声を広く国民に届けるとともに、来る総選
挙に立候補するすべての候補者と政党に訴えます。
　「日本は、環太平洋経済連携協定に、けっして参加してはいけない」と。
　各政党と候補者が、その立場に立ちきることを強く訴えるとともに、日本政府が
ＴＰＰ参加交渉への参加を断念するまで、粘り強い運動を続けていくことを誓って、
本日の集会アピールとします。

2012年11月23日
ＴＰＰ参加反対京都府民集会参加者一同

一般社団法人京都市西陣医師会
社団法人中京東部医師会
中京西部医師会
社団法人下京西部医師会
山科医師会
社団法人伏見医師会
綴喜医師会
船井医師会
一般社団法人舞鶴医師会
社団法人与謝医師会
全国保険医団体連合会近畿ブロック
公益社団法人京都府放射線技師会
一般社団法人京都府臨床検査技師会
一般社団法人京都府理学療法士会
京都母親連絡会
京都高令者退職者協議会
アジェンダ・プロジェクト
農林業と食料・健康を守る京都連絡会
きょうされん京都支部
京都市立高等学校教職員組合
滋賀県農民組合連合会
農民組合大阪府連合会
兵庫県農民運動連合会

農民運動奈良県連合会
和歌山県農民農業団体連合会
郵政産業労働者ユニオン京都府協議会
京都地域人権運動連合会
使い捨て時代を考える会
自由法曹団京都支部
乙訓医療生活協同組合
３・１１後の安全なくらしを考える会
日本共産党京都府委員会
新社会党京都府本部
石束　輝己
市田　忠義
井上　哲士
内富　一
岸本　正美
草木　慶治
佐々木　佳継
佐藤　誠
澤　松男
松尾　孝
吉見　純男
渡辺　信夫

●賛同団体・個人

ＴＰＰ参加反対京都府民集会被
災
者
の
不
安
と
怒
り
を
実
感

　
　 

公
害
環
境
視
察
会
で
福
島
へ

政
策
部
会
理
事　

飯
田 

哲
夫

　2010年10月に菅首相（当時）がＴＰＰ交渉への参加検討を表明して以来、政府は一

アピール

　
2
日
目
は
、
仮
設
診
療
所
の

看
護
師
長
の
方
に
い
ろ
い
ろ
体

験
談
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。

ご
自
身
も
こ
の
震
災
の
あ
と
家

族
を
亡
く
す
な
ど
い
ろ
い
ろ
苦

労
さ
れ
な
が
ら
、
避
難
し
て
き

た
人
々
の
健
康
を
守
る
た
め
に

尽
力
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
診
療

所
で
は
、
1
日
平
均
50
人
前
後

の
患
者
さ
ん
を
診
療
。
ホ
ー
ル

ボ
デ
ィ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
も
設
置

さ
れ
る
一
方
で
、
初
め
の
こ
ろ

は
カ
ル
テ
も
薬
剤
情
報
も
検
査

デ
ー
タ
も
な
い
中
、
顔
見
知
り

の
患
者
さ
ん
か
ら
な
ぜ
自
分
の

薬
を
覚
え
て
な
い
の
だ
、
と
詰

め
寄
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た

と
い
う
。

　
続
く
仮
設
住
宅
の
方
た
ち
と

の
懇
談
で
は
、
現
地
な
ら
で
は

の
話
が
聞
け
た
。
グ
ラ
ウ
ン
ド

跡
地
に
2
4
0
所
帯
の
仮
設

住
宅
。
診
療
所
を
中
心
に
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
で
き
、
避
難

し
た
住
民
た
ち
は
ま
と
ま
っ
て

生
活
し
て
い
た
。
こ
こ
で
の
暮

ら
し
は
寒
さ
暑
さ
対
策
が
最
大

の
課
題
で
、
最
近
よ
う
や
く
落

ち
着
き
を
見
せ
始
め
た
と
の
こ

と
。
住
民
か
ら
は
「
こ
こ
は
3

年
が
使
用
期
限
。
ま
た
突
貫
工

事
で
基
礎
は
木
材
の
た
め
長
期

に
使
用
す
る
に
は
無
理
が
あ

る
。
ま
た
居
住
ス
ペ
ー
ス
が
狭

く
、
孫
が
遊
び
に
来
て
も
泊

ま
っ
て
い
く
場
所
が
な
い
」「
生

活
費
は
東
電
か
ら
月
10
万
円
程

度
支
給
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
も
ら
っ
て
い
る
人
は
8
割
程

度
で
、
国
や
東
電
に
対
す
る
不

信
感
な
ど
か
ら
受
け
取
っ
て
な

い
人
も
2
割
程
度
い
る
」「
原

発
に
対
す
る
思
い
は
い
ろ
い
ろ

な
意
見
が
あ
る
。
国
や
電
力
会

社
に
う
そ
を
つ
か
れ
た
と
い
う

思
い
も
あ
る
。ま
た
、現
地
の
住

民
が
大
変
な
思
い
を
し
て
い
る

中
で
の
収
束
宣
言
に
憤
り
を
感

じ
る
」と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。

　
ま
た
、「
自
分
た
ち
の
ふ
る

さ
と
へ
の
思
い
は
捨
て
が
た

い
」
と
の
発
言
や
、「
今
で
も

忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
震
災
直

後
、
救
助
に
来
た
警
察
官
、
自

衛
隊
や
役
所
の
職
員
の
み
が
完

全
防
護
服
を
着
て
い
た
。
住
民

は
放
射
能
の
飛
散
は
一
切
知
ら

さ
れ
ず
に
マ
ス
ク
も
せ
ず
着
の

身
着
の
ま
ま
の
状
態
で
い
た
。

そ
の
風
景
の
い
び
つ
さ
は
強
く

目
に
焼
き
つ
い
て
い
る
」
等
々

が
語
ら
れ
た
。

　
領
土
問
題
を
論
じ
る
前
に
、

自
国
で
進
行
し
て
い
る
放
射
線

被
曝
に
よ
る
国
民
の
悲
劇
を
で

き
る
だ
け
食
い
止
め
る
努
力
を

す
べ
き
だ
。
ま
た
医
療
に
携
わ

る
我
々
は
、
そ
れ
に
背
を
向
け

て
は
な
ら
な
い
と
感
じ
る
2
日

間
で
あ
っ
た
。

●実行委員会団体
京都府保険医協会
京都府歯科保険医協会
農民組合京都府連合会
京都府農協労連
京都医療労働組合連合会
京都社会保障推進協議会
京都地方労働組合総評議会
全国一般京都地方本部
京都民主医療機関連合会
京都府商工団体連合会

新日本婦人の会京都府本部
全京都建築労働組合
生活協同組合　コープ自然派京都
京都生協労働組合
全国福祉保育労働組合京都地方本部
京都自治体労働組合総連合
京都市職員労働組合
京都府職員労働組合連合
京都教職員組合
全京都生活と健康を守る会連合会

TPP参加反対 京都府民集会　実行委員会＆賛同
2012年11月23日現在（順不同、敬称略）

本
田
宏
氏
、岡
﨑
祐
司
氏
が
絶
賛
！

　

講演を熱心に聴く保団連公害部員

講演する森住卓氏

本
田
宏
氏
、岡
﨑
祐
司
氏
が
絶
賛
！

本
田
宏
氏
、岡
﨑
祐
司
氏
が
絶
賛
！

協会のTPPブックレット好評販売中

「TPPは国民医療を破壊する ―
　韓米FTAに学んだ医療者からの訴え」
京都府保険医協会／かもがわ出版 2012／11

　￥1,050 （税込）

本田 宏氏（済生会栗橋病院）
絶賛推薦！「日本の国民皆保険制度は空洞化する」
これが一番適確な表現かも知れません！

岡﨑 祐司氏（佛教大学社会福祉学部教授）
選挙前だからこそ、皆さんにぜひ読んでほしい！
米国従属的な経済戦略が、国民から安心できる医療を奪
う姿をリアルに。
TPPがわかっている人にもいない人にも！

会員には11月25日発行のメディペーパー京都11月号に
同封してお届けしています。忘れずにご開封下さい。

ツイート

第 2 8 4 1 号( 3 ) 2 0 1 2 年 (平成 2 4 年) 1 2 月 5 日 京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行



年末調整とは
　給与の支払者は、毎月の給与や賞与を支払う際に所定
の「源泉徴収税額表」によって所得税を源泉徴収しなけ
ればならない。その源泉徴収した税額の年間合計額は、
給与を受け取った人の年間給与総額に対する所得税額
（年税額）と一致しないのが通常である。
　その主な理由は、①源泉徴収税額表が年間を通して毎
月の給与の額に変動がないものとして作られており、実
際には年の中途で給与の額が改定されている場合がある
こと、②年の中途で扶養親族等に異動があっても、異動
後の支払い分から源泉徴収税額を修正するだけで、さか
のぼって各月の源泉徴収税額が修正されないこと、③配
偶者特別控除や生命保険料・地震保険料の控除など年末
調整の際に控除されるものがあることなどがあげられ
る。
　この不一致を精算するために、年間の給与総額が確定
する年末にその年の所得税額（年税額）を正しく計算
し、これまでに徴収した税額との差額を徴収又は還付す
ることが必要となる。この精算手続を「年末調整」と呼
んでいる。

年末調整の事務手続き
① 　源泉徴収簿に記載した毎月の給与や賞与の支払額、
給与・賞与から控除した社会保険料（雇用保険など）、
源泉徴収した税額の年間合計額を計算する。年の中途
で採用した従業員の場合には、前職（１月から退職月
まで）の源泉徴収票に記載された給与等の金額を合算
する。
② 　①で集計した年間の給与の総額から「給与所得控除
後の給与等の額」を求め、「所得控除」の合計額を差
引し、「課税所得金額」を算出する。「課税所得金額」
に税率を乗じて税額を求め、住宅借入金等特別控除を
控除して年税額を算出する。
③ 　②で求めた年税額と従業員から源泉徴収した年間の
税額との差額を本人に還付（不足の場合は徴収）する。
④ 　従業員から源泉徴収した税額（未納付分）に年末調
整の過不足税額の合計額を加えて、翌年の１月10日
（納期の特例が提出されている場合は20日）までに納
付しなければならない。

年末調整事務の留意点
①　扶養控除等申告書について
　 　「平成24年分扶養控除等申告書」の提出がない場合
（乙欄適用）には、年末調整することはできない。正
社員・パート・アルバイトを問わず「扶養控除等申告
書」を受理する必要がある。平成24年中に扶養親族等
の異動があった場合には「扶養控除等申告書」に変更
の内容を記入しなければならない。
　 　平成22年度税法改正により、平成23年分から扶養控
除の対象を16歳以上の扶養親族とされた。16歳未満の
扶養親族（年少扶養親族）については、扶養控除を受
けることはできないが、住民税に関する事項の欄に
は、記入する必要がある。
　 　19歳以上23歳未満の扶養親族（改正前16歳以上23歳
未満）については、特定扶養親族の欄に○を付ける
（扶養控除の額63万円）。
　 　居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障
害者である場合には、年少扶養親族の扶養控除の廃止
に伴い、同居障害者に対する障害者控除の額を１人に
つき75万円（改正前は配偶者控除又は扶養控除に35万
円を加算）とされた。
②　国民年金保険料・国民年金基金掛金について
　 　国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社
会保険料控除の適用を受ける場合には、「保険料控除
申告書」に支払額を記入するとともに証明書を添付し
なければならない。
③　後期高齢者医療制度の保険料について
　 　従業員が生計を一にする親族の後期高齢者医療制度
の保険料を口座振替等により支払った場合には、社会
保険料控除の適用を受けることができる。なお、後期

高齢者医療制度の保険料が年金から天引きされている
場合には、年金受給者が社会保険料控除の適用を受け
ることになる。
④　生命保険料控除について
　 　生命保険料控除は、従来、一般の生命保険料控除
（最高５万円）と個人年金保険料控除（最高５万円）
であったが、平成22年度税法改正により、平成24年分
以後、介護医療保険料控除（平成24年１月１日以後締
結等したもの）が設けられ、これらの控除の合計適用
限度額が12万円とされた。

　 　平成24年１月１日以後に締結した契約等について
は、一般生命保険料控除（最高４万円）、個人年金保
険料控除（最高４万円）、介護医療保険料控除（最高
４万円）を受けることができる。
　 　したがって、生命保険料控除は、平成23年12月31日
以前に締結した契約等に係るものと平成24年１月１日
以後に締結した契約等に係るものに区分し計算するこ
とになる。なお、新旧両方の保険契約を締結している
場合には、納税者の有利な方を選択することができ
る。
⑤　地震保険料控除について
　 　地震保険料を支払った場合には地震保険料控除の適
用を受けることができる（最高５万円）。経過措置と
して、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険
契約（保険期間10年超、満期返戻金有、平成19年１月
１日以降契約内容を変更していないもの）について
は、従来と同様に控除を受けることができる（最高１
万５千円）。
　 　地震保険料と長期損害保険料の両方ある場合には、
控除額は合わせて最高５万円。

⑥ 　個人の府民税及び市民税の住宅借入金等特別税額控
除制度について
　 　住宅借入金等特別控除の適用がある者（平成11年か
ら平成18年までの間に入居した者又は平成21年から平
成25年の間に入居する者に限る）について、所得税の
額から税額控除することができない住宅借入金等特別
控除の額がある場合には一定額を住民税の額から控除
される。
　 　適用を受ける際には、源泉徴収票の摘要欄に「居住
開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額」を記入
する必要がある。

住民税の特別徴収の実施
　住民税の特別徴収は、給与支払者が毎月の給与から従
業員等の住民税を差し引いて、市町村に納入する制度で
ある。地方税法に規定されているため、事業主や従業員
等の意思による徴収方法の選択はできない。

決算対策と消費税（1,000万円超個人事業者）
　決算対策と消費税の留意点はつぎのとおりである。

１．決算
　所得金額は、収入金額から必要経費を差引し算出され
るため、本年分の収入金額になるものや未払経費・減価
償却費など本年分の必要経費になるものを計上する必要
がある。この手続きを「決算整理」という。

（１）収入金額
　年内に保険診療・検診・予防接種等を行ったもので、
年末までに入金していないものは、未収入金に計上し収
入金額に計上する必要がある。
（２）必要経費
①　薬品等の棚卸
　 　医薬品や診療材料等は、収入の原価として実際に使
用したものが必要経費となる。
　 　棚卸の金額は、年末に残っている薬品等の数量（実
際に調べる）にその年の最終の仕入単価（納入価）を
乗じて計算する（消費税分はプラスする）。

②　少額減価償却資産の必要経費算入
　 　青色申告者が１個・１組30万円未満（消費税込）の
器具備品等を取得し事業に使用した場合には、取得価

額の合計額が300万円に達するまでの金額（平成24年
１月１日以降に開業された方は取得価額の合計額300
万円を按分計算）を取得した年の必要経費にすること
ができる。確定申告書に取得価額に関する明細書を添
付する必要がある。
③　減価償却制度について
　 　減価償却資産（建物・医療機械など）について平成
19年４月１日以後に取得したものと平成19年３月31日
以前に取得したものに区分し、それぞれの償却方法で
減価償却し、必要経費に計上する。

　 　平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産につ
いて償却費の累積額が取得価額の95％に達している場
合には、取得価額の５％から１円を控除した額につい
て、５年間均等償却し、必要経費に計上する。
　 　平成20年４月１日以後締結した所有権移転外リース
契約については、リース資産を売買により取得したも
のとされるため、リース料総額（取得価額）をリース
期間定額法により減価償却し、必要経費に計上する。

④　特別償却の必要経費算入等
　 　青色申告者が適用することができる特別償却等はつ
ぎのとおりである。その選択にあたっては、その可否
を検討し、特別償却等を適用する必要がある。

「医療用機器等（新品）の特別償却（措置法12条の２）」
　取得価額500万円以上（消費税込）の医療用機器や医
療の安全を確保するための機器を取得し事業に使用した
場合には、普通償却費とは別に取得価額の12％（安全確
保機器16％）を特別償却することができる。
　平成20年４月１日以後締結した所有権移転外リース契
約については、特別償却制度の適用を受けることができ
ない。

「中小企業者の機械等（新品）の特別償却又は税額控除
（措置法10条の３）」
　取得価額120万円以上（消費税込）の一定のコンピュー
タ等（一定のソフトウエアは70万円以上）を取得し事業
に使用した場合には、普通償却費とは別に取得価額の30
％の特別償却か取得価額の７％の税額控除のいずれか選
択適用することができる。
　平成20年４月１日以後に締結した所有権移転外リース
契約については、リース料総額が上記要件を満たせば、
税額控除の適用を受けることができる。ただし、特別償
却制度の適用は受けることができない。

「教育訓練費の税額控除（旧措置法10条の４第６項）」
　平成21年から平成24年の各年に従業員に対する教育訓
練費を支出した場合で、教育訓練費（注）の割合が0.15％
以上であるときは、教育訓練費の額の12％（教育訓練費
割合が0.25％未満には一定の率）の税額控除を受けるこ
とができる。
　なお、この制度は平成24年をもって、廃止される。

２．消費税
　平成22年分の課税売上（検診や予防接種、自費診療
等）（注１）が1,000万円超の事業者は、平成24年分の消費
税課税事業者となる。
　平成24年分から新たに課税事業者になられた方で、簡
易課税制度を選択した場合には、簡易課税制度を２年間
継続する必要がある。
　平成25年分の消費税申告分から「本則課税」から「簡
易課税」に変更する場合、「簡易課税」から「本則課税」
に変更する場合や平成23年税法改正（注２）の適用により
平成25年分から課税事業者になられる方で、「簡易課税
制度」を選択する場合には、その可否を検討し、平成24
年12月31日までに税務署に所定の届出書を提出する必要
がある。
 （注１�）事業資産の譲渡や他の事業、不動産収入（地代収入、居住用

の賃貸収入は除く）なども自費診療等に合算するので注意が必
要である。

 （注２）免税事業者の判定（平成23年消費税法改正）
　　　�　改正前は、基準期間（前々年）の課税売上が1,000万円以下

の者が免税事業者とされていた。
　　　�　改正後は、基準期間（前々年）の課税売上が1,000万円以

下、前年の１月から６月まで（特定期間）の課税売上が1,000
万円以下（売上に代えてその期間の給与支給額でもよい）のい
ずれにも該当する者が免税事業者となる。なお、この改正は平
成25年分から適用される。

 （注）教育訓練費割合
　　　　＝教育訓練費÷（給与＋法定福利費＋教育訓練費）

 （注�）平成21年4月1日以降取得等した医療機器は厚生労働大臣が指
定したものが対象とされる。

年末調整と決算対策のポイント
税理士　橋本 清治
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前
回
は
、
カ
ル
テ
を
開
示
す

る
際
に
医
療
機
関
側
が
注
意
す

べ
き
点
を
三
つ
挙
げ
ま
し
た
。

今
回
も
引
き
続
き
同
じ
テ
ー
マ

で
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　
④
コ
ピ
ー
す
る
際
は
可
能
な

限
り
患
者
さ
ん
側
の
目
前
で
行

う
。

　
⑤
開
示
す
る
相
手
の
身
元
を

必
ず
確
認
す
る
。

　
⑥
コ
ピ
ー
後
に
は
過
去
の
診

療
の
頁
に
加
筆
し
な
い
（
コ

ピ
ー
後
に
診
療
を
行
っ
た
場
合

は
そ
の
限
り
で
な
い
）。

カ
ル
テ
は
何
か
不
自
然
だ
。
都

合
の
悪
い
と
こ
ろ
は
コ
ピ
ー
し

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
改

竄
し
た
の
で
は
な
い
か
？
」
と

ク
レ
ー
ム
が
付
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
実
際
に
は
全
て
コ

　
④
に
関
し
て
は
、
実
際
に
ト

ラ
ブ
ル
と
な
っ
た
事
例
を
挙
げ

ま
す
。
医
療
機
関
側
が
事
前
に

コ
ピ
ー
し
て
お
い
た
カ
ル
テ
を

患
者
さ
ん
側
に
渡
し
た
数
日
後

に
、
患
者
さ
ん
側
か
ら
「
こ
の

ピ
ー
さ
れ
て
い
て
、
何
ら
問
題

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
医
療

に
素
人
の
患
者
さ
ん
側
に
し
て

み
れ
ば
、
見
慣
れ
な
い
カ
ル
テ

に
不
自
然
さ
を
感
じ
た
の
で

し
ょ
う
。

　
こ
こ
で
提
案
な
の
で
す
が
、

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避

す
る
た
め
に
は
、
カ
ル
テ
を
コ

ピ
ー
す
る
際
に
、
患
者
さ
ん
側

が
見
て
い
る
目
の
前
で
行
う
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
そ
う
す

れ
ば
無
用
な
猜
疑
心
を
患
者
さ

ん
側
に
与
え
る
こ
と
も
な
い
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
忙
し
い
か
ら

と
い
っ
て
、
逆
に
院
内
で
あ
っ

て
も
医
療
機
関
側
の
見
て
い
な

い
場
所
で
、
患
者
さ
ん
側
に
自

由
に
コ
ピ
ー
さ
せ
る
こ
と
は
賢

明
で
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
先

の
②
で
お
話
し
し
た
院
外
貸
出

と
同
様
の
行
為
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
医
療
機
関
側
に
と
っ
て
も

カ
ル
テ
等
は
重
要
な
物
的
証
拠

な
の
で
、
そ
の
取
扱
い
は
慎
重

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で

す
。

　
⑤
に
関
し
て
は
、
開
示
要
求

が
本
人
以
外
の
場
合
に
、
顔
を

知
っ
て
い
る
と
か
、
口
頭
で
自

己
紹
介
さ
れ
た
の
み
で
開
示
す

る
の
は
不
適
切
で
す
。
後
で
ど

の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
に
見
舞
わ

れ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
患
者

さ
ん
の
血
縁
者
の
場
合
は
、
面

倒
で
も
そ
の
血
縁
関
係
が
明
確

に
記
さ
れ
て
い
る
戸
籍
謄
本
の

写
し
等
を
要
求
し
て
、
か
つ
免

許
証
な
ど
で
確
実
に
そ
の
本
人

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
べ
き
で

す
。
ま
た
、
親
族
で
あ
っ
て
も

患
者
さ
ん
が
存
命
で
意
思
表
示

可
能
な
成
人
な
ら
ば
、
本
人
の

承
諾
書
が
必
要
で
す
。
こ
れ
を

怠
る
と
刑
法
1
3
4
条
【
秘

密
漏
示
】
に
抵
触
し
か
ね
ま
せ

ん
。
ま
た
、2
0
0
5
年
4
月

に
施
行
さ
れ
た
個
人
情
報
保
護

法
に
も
関
わ
っ
て
く
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
協
会
で
は
念
の
た
め
、
開
示

対
象
者
は
で
き
る
だ
け
本
人
、

都
合
が
悪
い
場
合
の
み
配
偶

者
・
子
ど
も
に
限
る
よ
う
に
助

言
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
れ

ら
の
血
縁
者
以
外
で
あ
っ
て

も
、
委
任
を
受
け
た
弁
護
士
な

ら
ば
問
題
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
⑥
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
お

話
し
し
て
い
ま
す
が
、
加
筆
の

年
月
日
を
記
載
し
な
い
限
り
改

竄
を
疑
わ
れ
ま
す
の
で
要
注
意

で
す
。

　
次
回
は
、
謝
罪
文
を
要
求
さ

れ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
お

話
し
し
ま
す
。

　
Ｑ
、
同
じ
日
に
1
度
の
来
院

で
、
内
科
を
受
診
し
、
そ
の
後

別
の
症
状
で
循
環
器
内
科
を
受

診
し
ま
し
た
。
こ
の
場
合
、
2

科
目
再
診
料
は
算
定
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。

　
Ａ
、
算
定
で
き
ま
す
。
循
環

器
内
科
の
診
療
が
、
最
初
の
内

科
の
診
察
に
関
連
し
な
い
傷
病

に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
2

科
目
再
診
料
を
算
定
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
同
じ

医
師
が
診
察
を
し
た
場
合
は
算

定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
留
意
下
さ
い
。

　
た
く
さ
ん
の
政
党
が
入
り
乱
れ

て
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん

な
印
象
を
今
回
の
総
選
挙
に
抱
く

人
は
多
い
だ
ろ
う
。

　
消
費
税
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋

経
済
連
携
協
定
）、
原
発
、
外
交

と
い
っ
た
、
い
く
つ
も
の
対
立
軸

が
あ
り
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
で
政

党
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
映

る
。
し
か
も
小
選
挙
区
制
の
せ
い

で
、
考
え
方
の
違
う
政
治
家
が
大

政
党
の
中
に
混
在
す
る
、
多
数
派

を
獲
得
す
る
た
め
に
人
気
取
り
の

主
張
を
す
る
と
い
っ
た
現
象
が
加

わ
り
、よ
け
い
に
わ
か
り
に
く
い
。

　
だ
が
長
い
目
で
見
る
と
、
社
会

構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
民
意
と
政

治
勢
力
が
分
化
し
、
再
び
整
理
さ

れ
て
ゆ
く
過
程
の
混
乱
で
は
な
か

ろ
う
か
。
底
流
に
目
を
こ
ら
せ

ば
、
大
ま
か
な
対
立
軸
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。

　
ひ
ら
た
く
表
現
す
る
と
、「
強

さ
」
と
「
や
さ
し
さ
」
の
ど
ち
ら

の
方
向
を
め
ざ
す
か
で
あ
る
。
い

ち
ば
ん
の
分
か
れ
目
は
社
会
経
済

政
策
に
あ
る
。

　
こ
の
十
数
年
、
日
本
の
経
済
・

社
会
が
直
面
し
て
い
る
困
難
は
ど

う
い
う
も
の
か
。
主
に
三
つ
の
側

面
が
あ
る
。
①
製
造
業
の
国
際
競

争
力
が
新
興
国
に
押
さ
れ
て
低
下

し
、
ポ
ス
ト
工
業
化
社
会
へ
移
行

す
る
中
で
、
次
の
産
業
が
あ
ま
り

育
っ
て
い
な
い
と
い
う
側
面
②
貧

富
の
格
差
の
拡
大
と
労
働
分
配
率

の
低
下
に
よ
っ
て
消
費
需
要
が
縮

み
、
デ
フ
レ
が
続
い
て
い
る
と
い

う
側
面
③
少
子
高
齢
化
の
進
行
と

人
口
減
少
と
い
う
側
面
。

　
ど
う
打
開
す
る
か
。

　
強
さ
派
は
、
規
制
緩
和
と
競
争

強
化
で
新
産
業
を
創
り
、
輸
出
を

中
心
に
経
済
成
長
を
図
ろ
う
と
す

る
。
企
業
の
競
争
力
を
重
視
し
、

自
助
を
強
調
し
て
、
社
会
保
障
を

抑
制
す
る
。

　
や
さ
し
さ
派
は
、
格
差
の
是
正

を
図
り
、
社
会
保
障
を
重
視
す

る
。
国
際
競
争
よ
り
、
再
分
配
に

よ
る
内
需
拡
大
を
中
心
に
し
て
成

熟
経
済
を
め
ざ
す
。

　
両
派
の
違
い
は
、
雇
用
の
規
制

を
緩
和
す
る
か
強
化
す
る
か
、
税

制
で
大
企
業
や
富
裕
層
を
有
利
に

す
る
か
所
得
の
再
分
配
を
強
め
る

か
、
最
低
生
活
保
障
を
抑
制
す
る

か
整
備
す
る
か
、
な
ど
に
顕
著
に

表
れ
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
対
立
軸

が
、
外
交
や
原
子
力
政
策
に
も
連

動
し
つ
つ
あ
る
こ
と
だ
。

　
強
さ
派
は
、
格
差
に
伴
う
不
満

を
抑
え
る
た
め
、
近
隣
諸
国
に
強

硬
姿
勢
を
と
り
、
教
育
な
ど
の
国

内
統
制
を
強
め
る
。
原
子
力
は
当

面
の
電
力
コ
ス
ト
重
視
か
、
事
故

の
リ
ス
ク
重
視
か
に
意
見
が
分
か

れ
て
い
た
が
、
コ
ス
ト
重
視
に
傾

い
て
い
る
。

　
や
さ
し
さ
派
は
、
近
隣
諸
国
と

の
協
調
を
図
り
、
国
内
で
は
意
見

の
多
様
性
を
尊
重
す
る
。
原
子
力

は
国
土
を
お
び
や
か
す
の
で
撤
退

を
め
ざ
す
。

　
自
民
、
維
新
は
国
家
主
義
を
加

え
た
「
強
さ
派
」
で
あ
る
。
み
ん

な
も
社
会
経
済
政
策
を
見
る
限

り
、強
さ
派
だ
。民
主
、公
明
は
あ

い
ま
い
で
、
最
近
の
政
策
は
「
強

さ
派
」
に
近
か
っ
た
が
、
選
挙
対

策
や
政
権
の
枠
組
み
を
に
ら
ん
で

揺
れ
動
い
て
い
る
。未
来
、共
産
、

社
民
な
ど
は
「
や
さ
し
さ
派
」

で
、
都
知
事
選
で
の
共
闘
に
同
じ

方
向
性
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し

未
来
の
党
の
社
会
経
済
政
策
は
今

ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

　
か
つ
て
の
「
自
由
主
義
＋
保
守

主
義
」
Ｖ
Ｓ
「
社
民
主
義
」
と
い

う
右
と
左
の
対
立
構
図
は
終
わ

り
、「
新
自
由
主
義
＋
国
家
主
義
」

Ｖ
Ｓ
「
穏
健
保
守
主
義
＋
社
民
主

義
」
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

　
争
点
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
異

様
に
強
調
す
る
「
第
三
極
」
が
ど

う
な
る
か
で
は
な
い
。
日
本
の
社

会
づ
く
り
の
構
想
力
が
問
わ
れ
て

い
る
。
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「
強
さ
」
か
「
や
さ
し
さ
」
か

　
た
く
さ
ん
の
政
党
が
入
り
乱
れ
れ
て
ゆ
く
過
程
の
混
乱
で
は
な
か

の

22

金
融
共
済
委
員
会

（
11
／
21
）の
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
保
険
医
年
金
分
科
会

　
三
井
生
命
よ
り
保
険
医
年
金

の
決
算
に
つ
い
て
報
告
を
受
け

ま
し
た
。

②
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
5
件
、
加
入
2
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

③
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
1
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

れ
1
・
2
5
9
％
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
加
入
を

い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
先
生
方

の
積
立
金
は
、
毎
年
決
算
時
に

責
任
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て

ら
れ
て
お
り
、
約
1
兆
1
7
1

4
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

責
任
準
備
金
は
、
積
立
金
の
ほ

ぼ
1
0
0
％
を
確
保
し
て
い
る
。

京
都
は
保
険
医
年
金
の
発
足
協

会
で
あ
る
た
め
、
加
入
者
一
人

当
た
り
の
平
均
積
立
金
額
も
全

国
一
高
い
。
し
か
し
近
年
、
若

い
会
員
の
加
入
が
低
迷
を
続
け

て
い
る
。
保
険
医
年
金
は
理
事

者
が
会
員
の
た
め
に
作
り
上
げ

て
き
た
制
度
で
あ
り
、
安
定
と

安
心
を
常
に
追
求
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
会
員
に
と
っ
て
こ
れ

ほ
ど
安
心
し
て
加
入
い
た
だ
け

る
制
度
は
な
い
。
来
春
の
普
及

は
、
2
0
1
3
年
4
月
1
日
よ

り
開
始
す
る
。
ぜ
ひ
多
く
の
会

員
の
利
用
を
お
願
い
し
た
い
。

ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
時
払
で

は
加
入
人
数
で
対
前
年
比
1
0

1
・
6
％
、
加
入
口
数
で
対
前

年
比
1
0
4
・
3
％
と
増
加
し

た
。京
都
に
お
い
て
は
、月
払
・

一
時
払
と
も
減
少
と
な
っ
た

が
、
全
国
的
に
は
一
時
払
が
月

払
に
比
べ
元
本
割
れ
期
間
が
短

く
、
受
託
生
保
各
社
の
安
定
し

た
運
用
が
予
定
利
率
に
反
映
さ

　
11
月
21
日
に
金
融
共
済
委
員

会
・
保
険
医
年
金
分
科
会
を
開

催
し
た
。
本
分
科
会
は
、
毎
年

11
月
に
開
催
さ
れ
、
保
険
医
年

金
受
託
生
保
各
社
も
参
加
し
、

幹
事
会
社
で
あ
る
三
井
生
命
か

ら
保
険
医
年
金
の
決
算
報
告
を

受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

2
0
1
1
年
度
の
決
算
報
告
の

概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
加
入
状
況
は
、
全
国
で
月
払

が
加
入
人
数
で
対
前
年
比
99
・

3
％
、
加
入
口
数
で
対
前
年
比

99
・
6
％
と
若
干
の
減
少
が
み

金
融
共
済
委
員
会
年
金
分
科
会
の
概
要

カ
ル
テ
開
示
の
留
意
点

2
科
目
再
診
料
の
算
定
に
つ
い
て

京都府保険医協会融資斡旋利率表
2012年12月～2013年 5 月委員会決定分

種別 制 度 名 限度額（万円）返済期間（カ年）利率（年％）

開
業
医
融
資

設　 備　 資　 金 13,000 20 0.60
長 期 運 転 資 金 1,000 5 0.60
中 期 運 転 資 金 1,000 3 0.60
短 期 運 転 資 金 1,000 1 0.60
子 弟 教 育 資 金 3,000 10 0.60

病院
融資

病 院 設 備 資 金 50,000 20 0.90
病 院 運 転 資 金 3,000 3 0.70

勤
務
医
融
資

新 規 開 業 資 金 6,000 20 0.60
勤 務 医 設 備 資 金 2,000 20 0.70
勤務医子弟教育資金 2,000 10 0.60
勤務医生活安定資金 500 3 0.60

　協会の制度融資（開業医・病院・勤務医融資）新規借入分の利率につ
いては、毎年２回、６月１日と12月１日に見直しを行っています。新利
率は、12年12月～13年５月度金融共済委員会で承認された新規案件に適
用します。
　また、既借入分の新利率の適用期間は、13年１月～12月までの向こう
１年間です。なお、自由ローンは長期プライムレートの変動の都度、随
時変わります。
　融資ご利用に関しては、協会経営部会までお気軽にご相談下さい。

融資 下半期の利率決まる
新規借入がさらに低利に!

2 0 1 2 年 (平成 2 4 年) 1 2 月 5 日 第 2 8 4 1 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行



　
山
村
喜
一
氏
（
享
年
61
、
相

楽
）
11
月
7
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃　
報

　
協
会
は
、
経
営
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
や
ス
タ
ッ
フ
管
理
を
担
う

院
長
夫
人
を
対
象
に
「
こ
こ
だ

け
は
押
さ
え
た
い
！ 

院
長
夫

人
の
役
割
」
と
題
す
る
セ
ミ

ナ
ー
を
10
月
11
日
に
開
催
し

た
。
講
師
は
株
式
会
社
日
本
経

営
医
療
事
業
部
部
長
の
田
村
弘

道
氏
。
参
加
者
は
23
人
で
あ
っ

た
。

　
事
務
長
と
し
て
、
ま
た
院
長

の
補
佐
と
し
て
医
院
経
営
に
携

わ
っ
て
い
る
院
長
夫
人
の
関
心

事
の
メ
イ
ン
で
あ
る
ス
タ
ッ
フ

管
理
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

「
ス
タ
ッ
フ
と
の
信
頼
関
係
を

築
く
た
め
に
」「
パ
ー
ト
職
員

雇
用
の
基
礎
知
識
」「
効
果
的

な
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
ポ
イ
ン

ト
」な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

　
ス
タ
ッ
フ
と
の
信

頼
関
係
を
築
く
た
め

の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
、
①
自
責
を

基
軸
と
す
る
こ
と
、

他
責
に
し
な
い
こ

と
、
②
絶
対
的
評
価

を
切
り
口
と
し
て
、

ス
タ
ッ
フ
が
自
己
ベ

ス
ト
で
仕
事
を
し
て

く
れ
た
ら
Ｏ
Ｋ
と

し
、
向
上
す
れ
ば
ほ

め
る
こ
と
が
大
切
、

③
経
営
理
念
、
診
療

方
針
は
明
確
に
し
て

ス
タ
ッ
フ
に
も
わ
か

開業医の奥様向けセミナー開く

り
や
す
く
す
る
と
成
果
が
出
や

す
い
、
④
課
題
は
シ
ン
プ
ル

に
、
取
り
組
み
は
直
ち
に
、
特

に
ス
タ
ッ
フ
側
か
ら
発
信
さ
れ

た
課
題
は
直
ち
に
取
り
上
げ
る

な
ど
を
紹
介
し
た
。

　
経
営
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ

い
て
は
、「
収
入
分
析
」「
簡
単

な
決
算
書
分
析
法
」「
損
益
分

岐
点
の
考
え
方
」「
可
処
分
所

得
と
は
」
な
ど
に
つ
い
て
解
説

し
、
収
入
分
析
の
際
に
は
、

「
初
再
診
」
患
者
数
の
把
握
が

重
要
な
こ
と
を
説
明
し
た
。
ま

た
、
決
算
書
の
見
方
に
つ
い

て
、
薬
剤
費
と
検
査
費
が
経
費

の
ど
の
く
ら
い
の
割
合
を
占
め

て
い
る
か
、
人
件
費
割
合
が
ど

の
程
度
か
、
利
益
が
毎
月
ど
れ

く
ら
い
に
な
っ
て
い
る
か
を
点

検
す
る
必
要
性
を
解
説
し
た
。

　
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
後
に
は
、
参

加
者
か
ら
活
発
な
質
疑
応
答
が

行
わ
れ
、ア
ン
ケ
ー
ト
の
記
載
内

容
か
ら
も
大
変
好
評
で
あ
っ
た
。

　
2
0
1
2
年
12
月
31
日
現

在
の
業
務
従
事
者
（
業
務
に
従

事
す
る
保
健
師
、
助
産
師
、
看

護
師
、
ま
た
は
准
看
護
師
）
届

出
票
の
調
査
が
京
都
府
よ
り
通

知
さ
れ
て
い
ま
す
。
会
員
各
位

に
お
か
れ
て
は
、
2
0
1
3
年

1
月
15
日（
火
）ま
で
に
ご
提
出

下
さ
い
。

　
な
お
、
届
出
は
保
健
師
助
産

師
看
護
師
法
で
2
年
に
1
度
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
問
い
合
わ
せ
先　
京
都
府
健

康
福
祉
部
医
療
課
（
☎
0
7

5
・
4
1
4
・
4
7
5
4
）

　2012年12月より、15日発
行の保団連新聞を20日発行
の京都保険医新聞に同封し
てお届けすることになりま
した。ご了承下さい。

す
。

　2012年12月より、15日発
行の保団連新聞を20日発行

新聞発送方法の
変 更 に つ い て

院長夫人の役割大きく､ 大切

業
務
従
事
者
届
出
票
に

つ
い
て

　
朝
日
新
聞
「
天
声
人
語
」
欄

に
ち
ょ
い
ち
ょ
い
名
前
が
出

た
。
東
淵
修
な
る
大
阪
市
西
成

区
で
生
涯
を
過
ご
し
、
貧
し
い

人
た
ち
と
暮
ら
し
、
一
代
詩
を

書
き
続
け
た
詩
人
名
を
覚
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
作
品
を
お
読
み
に
な
っ
た

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
彼
は

平
成
20
年
2
月
14
日
死
亡
し

た
。
糖
尿
病
か
ら
慢
性
腎
炎
。

透
析
を
続
け
た
果
て
で
あ
っ

た
。
彼
は
酒
豪
で
1
日
1
升
程

度
、
連
日
飲
ん
で
い
た
由
、
奥

丹
後
の
郷
里
に
過
ご
し
、
ひ
っ

そ
り
外
出
も
し
な
い
で
詩
を
書

き
続
け
て
い
た
ぼ
く
の
よ
う
な

無
名
人
と
は
全
く
対
照
的
な
詩

人
で
あ
る
。
た
だ
人
生
の
縁
と

は
不
思
議
な
も
の
で
、
ぼ
く
は

東
淵
と
一
度
だ
け
お
会
い
し
、

彼
か
ら
第
2
回
現
代
詩
人
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
賞
な
る
賞
を
い
た
だ

い
た
の
で
あ
る
。
ぼ
く
は
公
募

の
東
淵
が
主
宰
す
る
詩
誌
「
銀

河
詩
手
帳
」
に
、
作
品
「
暖

冬
」
を
投
稿
し
、
最
優
秀
作
品

と
し
て
表
彰
を
受
け
た
。
そ
し

て
大
阪
市
内
の
食
堂
で
表
彰
を

受
け
、
賞
状
と
楯
を
い
た
だ
い

た
。
平
成
3
年
11
月
1
日
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
後
は
詩
誌
、

詩
集
の
交
換
は
続
け
て
い
た

が
、
顔
を
あ
わ
せ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
東
淵
が
主
宰
し
て
い

た
「
銀
河
詩
手
帳
」
は
昭
和
43

年
創
刊
。
ち
ょ
う
ど
40
年
を
経

て
彼
は
、
不
帰
の
客
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
東
淵
氏
の
後
を
つ
い
で
「
銀

河
詩
手
帳
」
の
続
刊
を
し
て
い

る
の
は
Ｋ
女
史
で
あ
る
。
Ｋ
女

史
は
自
宅
を
発
行
所
と
し
て
実

に
綿
密
に
定
期
刊
行
を
続
け
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
方
が
一

度
ぼ
く
に
会
い
た
い
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
そ
し
て
平
成
22
年

4
月
10
日
（
土
曜
日
）
に
お
会

い
し
た
の
で
あ
る
。
女
性
の
年

齢
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
中
年

の
お
だ
や
か
な
方
だ
っ
た
。
素

朴
な
方
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

た
。
臆
病
な
ぼ
く
は
ほ
っ
と
し

た
。
お
見
え
に
な
っ
た
の
が
午

後
2
時
、
お
帰
り
の
電
車
は
3

時
半
過
ぎ
。
帰
路
宮
津
に
寄
る

と
の
こ
と
だ
っ
た
。
2
時
間
半

の
会
話
。
も
っ
ぱ
ら
東
淵
の
追

憶
談
で
あ
っ
た
。
ぼ
く
が
東
淵

に
会
っ
た
と
き
、
女
史
は
ま
だ

「
銀
河
詩
手
帳
」
の
同
人
で
は

な
か
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
の
聞

き
込
み
が
当
日
の
目
的
だ
っ
た

ら
し
い
。
お
会
い
し
た
部
屋
に

東
淵
か
ら
貰
っ
た
賞
状
が
壁
に

か
け
て
あ
り
、
そ
の
下
に
楯
が

置
い
て
あ
っ
た
。
女
史
は
し
げ

し
げ
と
眺
め
ら
れ
、

「
東
淵
は
先
生
に
読
ん
で
貰
う

た
め
、
ず
い
ぶ
ん
張
り
切
っ
て

こ
の
文
章
を
書
い
た
で
し
ょ
う

ね
え
」

と
お
っ
し
ゃ
り
、
じ
っ
と
見
続

け
て
い
ら
っ
し
た
。

　
ぼ
く
は
思
い
つ
い
て
、「
今

日
の
記
念
に
あ
な
た
が
お
持
ち

帰
り
に
な
っ
た
ら
？
」

と
言
っ
た
ら
、

「
い
や
い
や
。
こ
れ
は
こ
こ
に

飾
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
」

と
お
っ
し
ゃ
り
、
や
が
て
前
を

離
れ
ら
れ
た
。
帰
路
、
拙
宅
の

前
の
大
野
神
社
社
頭
の
桜
の
老

樹
が
満
開
だ
っ
た
。
4
月
に
入

り
寒
い
日
が
続
い
た
が
、
当
日

は
温
暖
で
い
い
日
和
だ
っ
た
。

女
史
は
い
い
日
和
に
お
見
え
に

な
っ
た
。
ぼ
く
の
所
に
女
流
詩

人
が
お
見
え
な
っ
た
の
は
初
め

て
だ
っ
た
が
、
も
う
二
度
と
こ

ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

桜

谷口　謙（北丹） 　  ＜26＞

主な取扱分野
金融法務中心に商事法務、交通事故（保険会社側、被
害者側とも対応）、破産管財など企業倒産処理、個人
の自己破産・民事再生・債務整理、民事介入暴力対
策、労働事件（使用者側）、破産申立、民事再生監督委
員、特定商取引法・割賦販売法・個人情報保護法など
企業契約法、財務分析を要する企業監査や不祥事調
査、企業再建、リストラクチャリングなどの経営相
談、地方銀行・損害保険会社・その他各種団体企業の
顧問業務、講演歴多数（民暴対策、消費者問題、メン
タルヘルス、特定商取引法対応など）

コメント
　医療機関からの相談・依頼における対応事例とし
ては、クレーマー対応案件、借入過多の医院の再生・
リストラ案件（医院側、金融機関側とも）、労働問題
対応、医師や家族の個人的トラブル、取引業者や不
動産取引関係のトラブルや契約書等のチェック、経
営相談、その他身内知人の方のご相談者の紹介など
です。

西村 幸三 弁護士
西村法律事務所

京都弁護士会所属

1993年に弁護士登録

三重 利典 弁護士
葵法律事務所

京都弁護士会所属

1985年に弁護士登録

本田 里美 弁護士
つくし法律事務所

京都弁護士会所属

2009年に弁護士登録

協会協力弁護士のご紹介 ③　 〈法律相談のお申込みは協会まで〉

主な取扱分野
契約関係（取引先との紛争、債権回収等）、雇用関係、
事業承継、医事紛争（患者さんとのトラブル等）、不
動産トラブル（家賃滞納、明け渡し、売買）、離婚、
相続（遺産分割、遺言等）、成年後見、交通事故、刑
事事件等

コメント
　丹波篠山の出身です。大学卒業後、学校教諭、司
法書士を経て、弁護士をしております。
　お医者様から事件のご依頼をいただいた際に気を
つけていることは、ご満足いただける結果を出すこと
はもちろんですが、事件処理の過程で、お医者様の
社会的地位や、近隣・地域の方との信頼関係を損な
うことのない方法での解決をするということです。
　関西医事法研究会で勉強させていただいています。
重い責任、訴訟リスクを負いながらの長時間の診療、
労務管理等々、世間一般の方が思っている以上にたい
へんなお仕事をされておられる先生方にご満足いた
だける法的サービスをと精進しております。

主な取扱分野
各種の民事事件（交渉、調停、裁判）、家事事件（相続、
離婚）、書類作成、医療事故、事業継承、労働問題、
マンション問題、刑事・少年事件

コメント
　法律相談を受ける際には「分かり易いアドバイス」
を心掛けています。相談や打合せには時間をかけ、
「安心して任せられる」と思っていただける関係の構
築に努めています。
　事務所としては、協働態勢
で事件処理に当たることが少
なくありません。どの弁護士
が担当してもクオリティーに
変わりのない案件処理がア
ピールポイントです。

若松　豊 弁護士
赤井・岡田法律事務所

京都弁護士会所属

2001年に弁護士登録

協会はこの度、会員のあらゆるご相談に応じられるよう弁護士の体制を強化しました。順次、本紙にてご紹介します。

主な取扱分野
一般民事関係（契約交渉・契約書の作成、銀行取引債
権回収、競売・強制執行事件、その他一般民事事件）、
不動産関係（不動産取引、借地・借家事件）、損害賠
償請求関係（交通事故、その他損害賠償請求事件）、
家族・親族関係（夫婦・離婚・親子関係等の家事事
件、遺言・相続・遺産分割、成年後見）、破産・債務
整理（個人破産、債務整理・過払い金返還請求、個人
再生、法人の破産・再生・更生）、消費者問題（先物・
未公開株・社債等）、会社関係（商取引に関する交渉・
契約、会社設立・運営（株主総会・顧問業務等））、医
療過誤（医療事故）、建築紛争（欠陥住宅・建築紛争）

コメント
　薬害ヤコブの裁判で、全面解決の和解を勝ち取る
ことができました。また、児童扶養手当の件で最高
裁判所で逆転、勝訴することもできました。そのほ
かにも、水俣病、指紋押捺や原爆症認定の制度を変
えることができました。
　医療訴訟では、脳外科や救急医療などを担当しま
した。
　専門知識が必要とされるものでは、数学者と数学
者との間の著作権訴訟や原爆症認定訴訟などで多く
の科学者に対する尋問を担当しました。
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